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1

「ねんきんネット」はこれまでの年金記録や、将来受け取る年金の見込額などご自身の年金に関す
る情報をパソコンやスマートフォンから、手軽に確認できるサービスです。

１．「ねんきんネット」について

電子版
「ねんきん定期便」
について知りたい

自分の年金記録を
確認したい

将来受け取る
年金見込額が
知りたい

年金振込通知書などの
通知を確認したい

保険料の支払い漏れや
届け出漏れはないかな….？

確定申告を
オンラインでしたい

通知書の交付を
申請したい



１．「ねんきんネット」について

（参考）過去５年間の「ねんきんネット」利用者数の遷移
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お客様の年金記録を適正に管理するため、「ねんきん定期便」の送付などの日本年金機構からのアプローチ

に加え、お客様ご自身が年金記録を確認できる仕組みとして、インターネットによる「ねんきんネット」サービ

スを平成23年２月から開始しました。

当初は年金記録を確認するためのサービスとして開始しましたが、平成23年10月末に被保険者向けの「年金

見込額試算」のサービスの追加、平成30年10月にはマイナポータルからのログインが可能となるなど、段階的

にサービスの拡充を行っています。
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令和５年10月に1,000万人を突破！



１．「ねんきんネット」について
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（参考）「ねんきんネット」サービスの拡充の変遷

サービス開始時期 サービスの内容

平成23年２月 ねんきんネット（年金記録照会、私の履歴整理表作成）がサービス開始

平成23年10月 年金見込額が試算できるようになる

平成24年４月 電子版「ねんきん定期便」が閲覧できるようになる

平成24年６月 年金の支払いに関する通知書（振込通知書等）が閲覧できるようになる

平成24年８月 国民年金保険料の追納や後納が可能な月数と金額等が確認できるようになる

平成26年３月
年度（年齢）ごとに、年金制度、加入月数、保険料納付額、年金見込額等が確認できるようになる
国民年金保険料学生納付特例申請書等の届書が作成できるようになる

平成27年９月 電子版「被保険者記録照会回答票」が閲覧できるようになる

平成30年３月 社会保険料（国民年金保険料）控除証明書等の機構から送付される通知書等の再交付申請ができるようになる

平成30年10月
マイナンバーカードを利用してマイナポータルから「ねんきんネット」のユーザ登録ができるようになる
（但し、初回利用登録はPCのみのサービス）

令和３年７月 マイナポータルから「ねんきんネット」のユーザ登録がスマートフォンからもできるようになる

令和４年10月 マイナポータルで社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の電子データの受け取りができるようになる

令和５年１月 マイナポータルで公的年金等の源泉徴収票の電子データの受け取りができるようになる

令和５年９月 マイナポータルを経由して扶養親族等申告書の電子申請ができるようになる

令和６年３月 マイナポータルを経由して国民年金保険料の口座振替、還付金振込方法の電子申請ができるようになる



２．「ねんきんネット」を利用するには

２ 「アクセスキーあり」から登録

インターネット上のお手続きだけで、即時に「ねんきんネット」

のご利用登録（ユーザＩＤの発行）が可能です。
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１

２ ３

３ 「アクセスキーなし」から登録

１ 「マイナンバーカードあり」から登録

マイナポータル経由で「ねんきんネット」が利用できます。

申し込み後５営業日程度で、ユーザＩＤを記載したハガキを郵

送します。

○マイナンバーカードをお持ちでない方

「ねんきんネット」のユーザ登録は、日本年金機構ホームページ「ねんきんネット」から行います。
また、ユーザ登録の方法は、３通りあります。

又は

○マイナンバーカードをお持ちの方

①ホームページにアクセス

②ユーザ登録



２．「ねんきんネット」を利用するには

マイナンバーカードをお持ちの方（マイナポータルから初回利用登録する場合の手順）

「マイナポータル」トップページ 「年金」ページ 「ねんきんネットと連携」

A 「マイナポータル」に

ログインし、トップ

ページの「年金」のボ

タンを押してくださ

い。

B 年金のページ内の「トッ

プページ（ねんきんネッ

ト）」を押してくださ

い。

D 設定が完了すると「ね

んきんネット」が表示

され、「ねんきんネッ

ト」を利用することが

できます。
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１

C ｢ねんきんネットと連携｣

を押し、設定の完了ま

で、しばらくお待ちくだ

さい。

「ねんきんネット」

マイナポータル経由で「認証連携」を行います。（下図は、スマートフォン画面の例）

※マイナポータルへのログイン時に
マイナンバーカードが必要です。

※マイナポータルから「ねんきんネッ
ト」につなぐ場合の初回利用登録の時
間帯は、平日8時から23時までです。

マイナポータルから「ねんき
んネット」を利用することで、
確定申告や年末調整に必要な
通知書を電子データで受け取
ることや、学生納付特例等に
関するお知らせを受け取るこ
とができます。



２．「ねんきんネット」を利用するには
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アクセスキーをお持ちの方（新規登録の手順）２

利用規約に同意する

ご利用登録を続ける

A 「利用規約に同意す

る」にチェックを入れて

ください。

「ご利用登録を続ける」

のボタンを押してくださ

い。

：

アクセスキー

B 「アクセスキー」

「基礎年金番号」

「メールアドレス」等の

必要事項を記入してくだ

さい。

基礎年金番号

パスワード

秘密の質問・答え

メールアドレス

：

C 入力内容を確認の

上、「ユーザIDの発行を

申し込む」のボタンを押

してください。

ユーザIDの発行を申し込む

登録されたメールア
ドレスにメールが送信さ
れます。リンクをクリッ
クしてください。パス
ワードを入力して、ログ
インボタンを押すと、
「ねんきんネット」を利
用することができます。

D

メールアドレス

申請受付番号

パスワード

リンク

ユーザID

ログイン

申請受付番号

日本年金機構ホームページ「ねんきんネット」から登録を行います。



２．「ねんきんネット」を利用するには
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アクセスキーをお持ちでない方（新規登録の手順）３

利用規約に同意する

ご利用登録を続ける

A 「利用規約に同意す

る」にチェックを入れて

ください。

「ご利用登録を続ける」

のボタンを押してくださ

い。

：

B

「基礎年金番号」

「メールアドレス」等の

必要事項を記入してくだ

さい。

C 入力内容を確認の

上、「ユーザIDの発行を

申し込む」のボタンを押

してください。

申し込み後５営業日
程度でユーザIDをお知ら
せするハガキが郵送され
ます。

D

基礎年金番号

メールアドレス

秘密の質問・答え

パスワード
ユーザIDの発行を申し込む

申請受付番号

「ユーザIDをお知らせするハガキ」

：

「アクセスキーをお持ちの方」と同様に、日本年金機構ホームページ「ねんきんネット」から登録

を行います。

：

※日本年金機構に登録されている
ご住所宛てに郵送します。

※ユーザIDとパスワードでログイン
すると、「ねんきんネット」を利
用することができます。

申請受付番号



・「ねんきんネット」のユーザＩＤを即時発行するための認証キー（17桁の番号）です。
・「アクセスキー」は「ねんきん定期便」や「アクセスキー通知書（※）」に記載されています。
・また、年金事務所でも発行することができます。
（※）「アクセスキー通知書」は、20歳到達者等初めて年金に加入した方に郵送される郵便物です。

２．「ねんきんネット」を利用するには

「アクセスキー通知書」「ねんきん定期便」（例）

8

「アクセスキー」とは

この位置に
アクセスキーが
記載されています



３．「ねんきんネット」でできること
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「ねんきんネット」の画面上部には、グローバルナビゲーションが表示されています。
こちらから「ねんきんネット」の各サービスが利用できます。

トップページ

年金記録を確認する

将来の年金額を試算する

通知書を確認する

グローバルナビゲーション

「ねんきんネット」の各
サービスの画面に移動する
ボタンです。

6

6 ７

その他の便利機能を利用する

届書を申請する



３．「ねんきんネット」でできること

１ 「ねんきんネット」のトップページ

基本情報エリア

お客様の氏名、基礎
年金番号、住所など
の基本情報を表示し
ています。
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お客様の氏名、基礎年金番号、住所などの基本情報の他、加入記録等の更新日が確認できます。
また、新たな通知書が作成された場合など、お客様へのお知らせがある場合、メッセージが表示さ
れます。

最終更新日の記載エリア

加入制度別の加入記録等
の最終更新日を表示して
います。

メッセージエリア

新たな通知書が作成され
た場合など、お客様への
お知らせがある場合は、
メッセージが表示されま
す。



３．「ねんきんネット」でできること

２ 年金記録を確認する
年金記録の一覧を月別と制度別で確認できます。

さらに国民年金保険料の追納可能月数と金額を確認できます。
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「月別の年金記録
を確認する」

月別の年金記録を
確認できます。

「国民年金・厚生
年金保険・船員保
険加入記録を確認
する」

制度別の年金記録
を確認できます。

「国民年金保険料の
納付・後払い（追
納）が可能な月数と
金額を確認する」

国民年金保険料の追
納可能月数と金額を
確認できます。

「一覧で年金記録を
確認する」

一覧で年金記録を確
認できます。

A

B

C



３．「ねんきんネット」でできること

２ 年金記録を確認する
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年金加入記録を一覧で確認できます。
老齢年金受給者の方は年金額も確認
できます。

年金記録を月別に確認できます。
また、定期便に記載された年金
見込額とこれまでの保険料納付
額を確認できます。

国民年金保険料の納付・後払い
（追納）が可能な月数と金額を
確認できます。
また、今後納付する予定の月数
を入力することで、年金見込額
の試算条件に設定して試算が可
能です。

： ：
：

A B C



３．「ねんきんネット」でできること

３ 将来の年金額を試算する
お客様ご自身で将来の年金見込額を試算できます。また、年金見込額は「かんたん試算」と「詳

細な条件で試算」の２つの試算方法から選択できます。

試算した結果は、最大５件まで登録でき、それぞれの結果をグラフで比較できます。

「かんたん試算」

現在の加入条件が60歳ま

で継続すると仮定して年

金見込額を自動的に試算

します。

「詳細な条件で試算」

今後の職業に加え、老齢

年金の受給開始年齢を変

更した場合、未納となっ

ている国民年金保険料を

納付した場合など、詳細

に試算条件を設定して年

金見込額を試算します。
13

「試算結果一覧を

表示」

過去の試算結果の照

会・修正や、登録し

た試算結果をグラフ

で比較できます。

→次ページ参照



３．「ねんきんネット」でできること
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３ 将来の年金額を試算する

過去の試算結果の照会・修
正や、試算結果の比較など
ができます。

：

年齢ごとに、今後の職業
で入力した収入の予定
（見込）と年金見込額の
合計をグラフと表で表示
します。

過去の試算結果を5件まで
選び、それぞれのパター
ンでの年金見込額を年別
のグラフや表で比較でき
ます。

：

：

試算結果を照会する

試算結果を比較する

試算結果を確認する 試算結果を照会する 試算結果を比較する



３．「ねんきんネット」でできること

4 通知書を確認する
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電子版「ねんきん定期便」、電子版「被保険者記録照会回答票」（※）が確認できる他、年金受給者の方は

年金の支払いに関する通知書も確認できます。 ※これまでのお勤め先や加入制度別の加入月数が確認できます。

電子版「被保険者記録照会回答
票」を閲覧、ダウンロードする
ことができます。

電子版「ねんきん定期便」
を閲覧、ダウンロードする
ことができます。

電子版「ねんきん定期便」



３．「ねんきんネット」でできること

4 通知書を確認する

電子版「年金振込通知書」

年金の支払いに関する通知書を閲覧、ダ

ウンロードすることができます。

〔対象の通知書〕

年金振込通知書、年金支払通知書、

年金額改定通知書、

年金決定通知書・支給額変更通知書、

公的年金等の源泉徴収票、

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
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（年金の支払いに関する通知書）



３．「ねんきんネット」でできること

５ 届書を申請する

扶養親族申告書の電子申請ができます。

※令和６年３月からは国民年金保険料の口座

振替、還付金振込方法についても電子申請が

できるようになりました。
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日本年金機構に提出する主要な届書を「ねんきんネット」の画面上で作成し、電子申請するサー
ビスです。 ※紙の届書を「ねんきんネット」で作成することもできます。



３．「ねんきんネット」でできること

６ その他の便利機能

名称 機能の概要

私の履歴整理表(※)
▶「ねんきんネット」で保有している年金記録の情報と、お客様が「ねんきんネッ

ト」の画面に入力した情報を基に、年金加入履歴の整理表を作成する機能です。

届書の作成(※)
▶ 「ねんきんネット」で保有している年金記録の情報を活用し、日本年金機構に提

出する届書の作成を支援（自動入力やエラーチェック等）する機能です。
▶ 作成した届書は、年金事務所等への提出が必要です（電子申請ではありません）。

各種通知書の
再交付申請受付

▶ 各種通知書（社会保険料（国民年金保険料）控除証明書、公的年金等の源泉徴収
票など）の再交付申請をする機能です。

▶ マイナポータルから「ねんきんネット」を利用すると、一部の通知書については、
マイナポータルの「お知らせ」で電子データでの受け取りが選択できます。

※スマートフォン版ねんきんネットではご利用いただけない機能です。
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３．「ねんきんネット」でできること

７ 各種設定を変更する

19

「各種設定を変更する」の「通知書のペーパーレス化」から「電子送付する」を選択すると、社会保険料

（国民年金保険料）控除証明書及び公的年金等の源泉徴収票を電子データで、マイナポータルの「お知ら

せ」において受け取ることができます。

受け取った電子データは、e-Taxでの確定申告等や年末調整で利用することができます。

ねんきんネット「各種設定を変更する」 マイナポータル 社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書及び公的年
金等の源泉徴収票を電子
データで受け取ることがで
きます。

日本年金機構（ねんきんネッ…

【日本年金機構からのお知らせ】



４．「ねんきんネット」の利用促進の取組

日本年金機構は、より多くのお客様にご自身の記録確認等を行っていただくため、

「ねんきんネット」の利用促進を積極的に進めています。

利用促進のためのリーフレット（例）
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